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浜岡原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する協定書  

 

静岡県（以下「甲」という。）並びに島田市、磐田市、焼津市、藤枝市、

袋井市、吉田町及び森町（以下「乙」という。）と中部電力株式会社（ 以

下「丙」という。）とは、甲、御前崎市、牧之原市、掛川市及び菊川市（以

下「県・四市」という。）と丙とが締結した平成 19 年 10 月 30 日付浜岡原

子力発電所の安全確保等に関する協定（改正が行われた場合、当該改正後

のもの。以下「県・四市協定」という。）の定めを尊重し、これを前提 と

した上で、丙の設置する浜岡原子力発電所（以下「発電所」という 。）に

関し、乙の地域の環境の安全を確保することを目的として、次のとおり協

定する。  

（関係法令の遵守等）  

第１条  丙は、発電所において原子炉施設を設置し、運転等を行うときは、

関係法令を遵守するとともに、乙の地域の環境の安全を確保するため万

全の措置を講ずるものとする。この場合において、安全管理体制の強化、

施設の改善等を積極的に行うとともに、放射性廃棄物の低減及び従事者

の被ばく低減を図るものとする。  

２  丙は、発電所の原子炉施設の設置、運転等に関する業務を他に請け負わ

せたときは、請負業者に対して関係法令の遵守及び安全管理上の教育訓練

について指導監督を十分に行うものとする。  

（防災対策）  

第２条  丙は、災害対策基本法その他の法令に定める防災に関する責務を

遵守するとともに、甲及び乙が行う乙の地域の防災対策について甲及び

乙の協議に応ずるものとする。  

（環境放射能の測定）  

第３条  甲、乙及び丙は、乙の地域における環境放射能の状況を把握する

ため、必要な測定を実施するものとする。  

２  甲及び乙は、必要があると認めるときは、前項の規定に基づき丙が実

施する環境放射能の測定に立ち合うことができる。  

 
 



 

（通報義務）  

第４条  丙は、乙に対し、乙の地域の環境の安全確保のため、別に定める

ところにより必要な事項について通報しなければならない。  

（立入調査の同行）  

第５条  丙は、県・四市から、県・四市協定第６条に基づき、発電所にお

ける原子炉施設の設置、運転等に関する報告、又は県・四市職員による

発電所への立入調査を求められたときは、その内容を遅滞なく乙に通報

するものとする。  

２  乙は、県・四市協定第６条に基づき行う発電所の立入調査に、職員を

同行させることができる。  

３  前項の場合において、乙は、あらかじめ県・四市及び丙に対して、そ

の同行させる職員の氏名及び職名を通知しなければならない。  

（措置の要求に係る通報）  

第６条  丙は、県・四市から県・四市協定第７条に基づき特別の措置を講

ずるよう求められたときは、その内容を遅滞なく乙に通報するものとす

る。  

２  丙は、県・四市協定第７条に基づく求めを受けて措置を講じたときは、

その内容を遅滞なく乙に通報するものとする。  

（浜岡原子力発電所周辺環境安全連絡会の設置）  

第７条  甲、乙及び丙は、乙の地域の環境の安全を確認するため、浜岡原

子力発電所周辺環境安全連絡会を設置する。  

（損害の補償）  

第８条  丙は、発電所の原子炉施設の設置、運転等に起因して乙の地域の

住民生活、生産活動等に損害を与えた場合には、誠意をもって補償しな

ければならない。  

（協議事項）  

第９条  この協定に定める事項について、改正すべき事由が生じたときは、

甲、乙及び丙いずれからもその改正を申し出ることができるものとする。

この場合において、甲、乙及び丙は誠意をもって協議するものとする。 

 
 



 

２  この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都

度甲、乙及び丙は協議して決定するものとする。  

 

附  則  

 この協定は、平成２８年７月８日から実施する。  

 

 この協定の成立を証するため本書９通を作成し、甲乙丙記名押印の上 、

各自１通を保有する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

平成２８年７月８日  

甲   静岡県知事     川勝  平太  

 

 

乙    島田市長      染谷  絹代  

 

 

磐田市長      渡部   修  

 

 

焼津市長      中野  弘道  

 

 

藤枝市長      北村  正平  

 

 

袋井市長      原田  英之  

 

 

吉田町長      田村  典彦  

 

 

森町長      太田  康雄  

 

 

丙    中部電力株式会社  

代表取締役社長  

社長執行役員  勝野    哲  


